
不足額給付２ 支給要件確認フローチャート

はい：

いいえ：

令和７年度住民税（市県民税）が八幡浜

市で課税されている（令和７年１月１日時

点で八幡浜市に居住している）

八幡浜市では、給付の対象になりません。

令和７年度市県民税が、課税されている

自治体にお問い合わせください。

令和６年中の合計所得が１８０５万円

以下である
不足額給付２の対象ではありません

令和５年中、令和６年中ともに、合計所得

が４８万円を超える

青色・白色事業専従者である

不足額給付２の対象とはなりません

（扶養親族として減税・給付の対象となっていた

り、低所得世帯支援給付の対象となってい

る場合があります）

令和６年度住民税の所得割が０

（定額減税前の所得割額が０）

不足額給付２の対象ではありません

（定額減税の対象となるため）

令和６年分所得税(源泉所得税)が０

（定額減税前の所得税額が０）
不足額給付２の対象ではありません

（定額減税の対象となるため）

令和６年度住民税および令和６年分所

得税において定額減税を受けていない

（定額減税前の令和６年分所得税が０

定額減税前の令和６年度住民税が０

あるいは均等割のみ）

不足額給付２の対象ではありません

（定額減税の対象となるため）

当初調整給付を受給していない
不足額給付２の対象ではありません

（当初調整給付の対象となるため）

令和５年度非課税世帯給付金、令和５年

度均等割のみ課税世帯給付金、令和６年

度非課税世帯等給付金の対象世帯の世帯

主・世帯員ではない

不足額給付２の対象ではありません

（低所得世帯支援給付金の受給の対象

となるため）

不足額給付２の対象となる可能性があります
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